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２－１ 盛土の設計

１．盛土材料

盛土材料は，盛土を構成する主要材料であって，通常は切土区間からの転用土を用いるがこれだけでは不足する場

合には適切な土取場から運搬することもある。

一般に調査の段階で得られる切土地山の土質分類をもとに，盛土材料として使用可能かどうか判定し，土質特性に

応じた使い分けや，施工面での工夫の要否を検討する。

盛土材料として適する土質であるかどうかの判定は，表２－１を目安として行うことができる。

なお，良質な材料のみを選択，使用することは経済上許されないので，得られる材料が多少好ましくないものであ

っても，安定処理やジオテキスタイルによる補強工法等を適用するなどの設計施工上のの工夫をこらして，うまく使

用することが必要である。

表２－１ 道路用材料としての土性の一般的評価の目安

( 道路土工要綱 )H2.8 P.100

１）設計，施工上の工夫の一例

① 敷均しの困難な材料（岩塊，転石，玉石）

岩塊材料は，道路掘削やトンネル掘削に伴って発生する

硬いしっかりした堅岩材料をいう。これらの材料を盛土材

料として用いる場合には，最大粒径や粒度分布の把握を行

っておくことが望ましい。

岩塊材料の有効利用の方法を図２－１に示す。なお，こ

の場合岩塊盛土の上層に粒度分布の異なる材料を施工する場
図２－１ 岩塊材料の有効利用

第２章 土 工
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合には，粒度調整中間層を設ける必要がある。

２．基礎地盤の処理

， ， 。盛土に先立って 普通地盤では通常 特別な処理は不要であるが表２－２に示す処理は確実に施工するものとする

なお，軟弱地盤の対策等については，別途考慮するものとする。

表２－２ 普通地盤の基礎処理

３．盛土のり面

盛土のり面の設計，施工に当たっては，盛土材料，盛土の基礎地盤の土質，湧水，地形，降雨，地震などの条件を

十分に検討して対処するものとする。盛土のり面の安定検討のフローチャートを図２－２に示す。

第２章 土 工
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第２章 土 工

図２－２ 盛り土のり面の安定の検討のフローチャート

（ 道路土工－のり面工・斜面安定工指針 ）H.11.3 P.160
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１）盛土のり面勾配の標準

盛土のり面勾配は 「盛土の安定の検討 （図２－２参照）に示したものを除いて表２－３に示す盛土材料，盛土高， 」

に応じて経験的な標準値を一般に用いることとする。

なお，河川や海岸などの堤防と共用されるときは，その機能を考えてのり面勾配を定め洗掘防止にも十分配慮しな

ければならない。

表２－３

（ 道路土工－のり面工・斜面安定工指針 ）H.11.3 P.161

図２－３

（ 地建マニュアル ）H.11.10. P.2-2-5

４．盛土の小段

盛土の小段は次により設計することを標準とする。

１）小段は原則として盛土高が５ｍ以上に設けるものとし，間隔は５ｍ毎を標準とする。

２）小段幅は１．０ｍを標準とする。

３）小段の横断勾配は図２－４を標準とする。

４）小段を付す場合，単に盛土高により機械的に小段を付すことなく前後の断面を勘案のうえ，小段以下の盛土高

さが２ｍ程度で，その延長が短区間の場合は図２－５により省略することができる。
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図２－４ 小段の横断勾配

（ 道路土工－のり面工・斜面安定工指針 ）H.11.3 P.142

図２－５

（ 地建マニュアル ）H.11.10 P.2-2-6

５．盛土の犬走り

犬走りの巾は，原則として０．３ｍを標準とする。

図２－６ 図２－７

６．盛土の保護路肩

盛土の保護路肩巾は，車道部は０．５ｍ，歩道部については，防護柵のあるなしにかかわらず０．３ｍとする。

２－２ 切土の設計

１．切土のり面勾配

切土のり面勾配の設計に当たっては原則として表２－４によることを標準とする。

なお，明瞭な地すべり地を切土する場合等，これによることが不適当な場合は別途考慮するものとする。
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表２－４ 切土に対する標準のり面勾配

（ 道路土工－のり面工・斜面安定工指針 ）H.11.3 P.138

１）のり面施工における留意事項

切土の場合，岩盤等の境界が予想と異なった場合，当然のり面変更を行わなければならない。したがって，地質の

変化には特に注意（いったん形成したのり面を切り直す作業は非常に手間を要するものであるため）を払わなければ

ならない。

次に施工中の設計変更例を示す。
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図２－８

〔例－ａ〕

２段目まで切土した際，小崩壊が発生しのり面勾配を緩くした例

（検討事項）

・断層の性状調査（方向・幅・破砕程度）

・のり面勾配・保護工の検討

・追加買収の検討

〔例－ｂ〕

３段目まで切土した際，硬岩を確認したのでその後の切土勾配を急にして，掘削量を減じた例

（検討事項）

・岩質の性状調査（硬さ，きれつの程度）

・のり面勾配・保護工の検討

２．切土の小段

切土の小段は次により設計することを標準とする。

１）小段は原則として，切土高が５ｍ以上の場合に設けるものとし，同一の土質からなるのり面では５ｍ毎に設ける

ものとする。

なお，土質が異なる場合には湧水等などを考慮して

図２－８のように土砂と岩，透水層と不透水層と

の境界などになるべく合せて設置するのが望まし

い。

（ 道路土工－のり面工・斜面安定工指針 ）H.11.3 P.142

２）小段幅は１．０ｍを標準とする。なお，長大のり面の場合，小段を高さ２０～３０ｍ毎に広くし（幅３ｍ程度）

管理段階における点検，補修用のステップとすることが望ましい。

３）小段の横断勾配は，本章２－１ ４．３）によることを標準とする。

４）小段を付す場合，単に切土高により機械的に付すことなく前後の断面を勘案のうえ，小段以上の切土高が２ｍ程

度で，その延長が短区間（２０ｍ未満）の場合は図２－９により小段を省略することができる。
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図２－１０ 図２－１１

（ 元 地建マニュアル ）H. .4 P.2-49

３．切土の犬走り

犬走りの巾は，原則として１．０ｍを標準とする。

図２－

２－３ 床掘・埋戻し

１．床 掘

床掘りについては次によることを標準とする。

１）床掘り底幅の標準余裕幅

標準余裕幅は次によることを原則とする。

ただし，河川工事等で湧水が多く，標準余裕幅の確保が困難な場合は，２倍の範囲内で定めるものとする。

① 型枠が不必要（プレキャスト側溝等設置）の場合………０．３ｍ

② 型枠が必要（現場打コンクリート等）な場合……………０．５ｍ

③ 矢板使用の場合………………………………………………１．０ｍ（０．７ｍ）

（ ：プレキャスト構造物の場合）

図２－１２

２）床掘の深さによる標準のり勾配
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標準のり勾配は表２－５によるものとする。

表２－５

（ 土木工事数量算出要領 ）H.10 P.1-2-10

３）その他留意事項

① 床掘りに近接して構造物があり，床掘りにより構造物に悪影響を与えると考えられる場合は，土留工を

考慮すること。

② 直接作業で掘削巾が狭く掘削深さが１．５ｍをこえる場合は，土留工を考慮すること。

③ 掘削予定箇所の土質のＮ値が大部分５以下，または湧水の多い等好ましくない条件の場合は，鋼矢板を

使用する等別途考慮すること。

④ 床掘りをブルドーザにより行う場合は，一方向をブルドーザ掘削運搬に必要な登坂勾配として１：４の

ものを考慮すること。

２．埋 戻 し

１）埋戻しは原地盤までを原則とするが，これによることが不適な場合は別途考慮するものとする。
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２－４ 構造物基礎工

基礎工は，構造物の種類に応じ表２－６を標準とする。

表２－６

２－５ 片切り，片盛り，切土，盛土の接続

１．段 切 り

原地盤の勾配が道路横断方向で１：４程度より急な場合は，次により段切りを行なうことを標準とする。

図２－１３ 盛土基礎地盤の段切りおよび切土盛土の接続部（土砂地盤の例）

（ 道路土工－施工指針 ）S.61.11 P.205

１）原地盤が土砂の場合

① 最少高０．５ｍ，幅１．０ｍを標準とする。

② 直高については，原地盤の勾配から決定すること。
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図２－１４

２）原地盤が岩の場合

① 岩表面に垂直に最小０．２５ｍを標準とする。

図２－１５

３）切り盛り境のすり付

原地盤の盛土の境目の路床部分では，地盤の急激な変化を避けるため切土，盛土の縦断方向の接続部には，図２－

１４に示すようなすり付け区間を設けて路床の支持力の不連続を避けるようにするのが望ましい。またこの場合，切

土盛土の境目には必要に応じて地下排水を設けるとよい。

図２－１６ 切盛境のすり付け例

（ 道路土工－施工指針 ）S.61.11 P.205
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４）横断方向のすり付け

図２－１７ 横断方向のすり付け例



- 43 -

第２章 土 工

２－６ のり面保護工

のり面保護工の設計に当たっては，下記によるものとし細部については「道路土工－のり面工・斜面安定工指針」

（道路協会 ）及び「のり枠工の設計施工指針」により設計するものとする。H11.3

１．選定基準

のり面保護工は，のり面の侵食や風化を防止するため植生または構造物でのり面を被覆したり，排水工や土留構造

物でのり面の安定を図るために行うもので，標準的な工種を示すと表２－７のとおりである。

表２－７ 主なのり面保護工の工種と目的

（ 道路土工－のり面工・斜面安定工指針 ）H.11.3 P.206

２．工種の選定

工種の決定方法としては，現地状況，土質等により総合的に決定するものとし，図２－１６，図２－１７の選定

フローに基づき決定することを標準とする。
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（ 道路土工－のり面工・斜面安定工指針 ･ ）H.11.3 P.212 213
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図２－１９ 盛土のり面におけるのり面保護工選定のフロー

（ 道路土工－のり面工・斜面安定工指針 ）H.11.3 P.214
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図２－２０ 植生選定フロー（緑化目標および導入形態）

（ 道路土工－のり面工・斜面安定工指針 ）H.11.3 P.229
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図２－２２ 植生工選定フロー（木本類播種工等）

（ 道路土工－のり面工・斜面安定工指針 ）H.11.3 P.229

注１）地山の土質に応じた安定勾配としては，表に示した地山の土質にに対する標準のり面勾配の平均値程度を目安

とする。また，安定勾配が確保できない場合の対策として，切直しが可能な場合は切直しを行う。

注２）落石のおそれの有無は 「落石の調査」および「落石対策便覧」を参考にして判断する。，

注３）地山の分類は 「道路土工－土質調査指針」に従うものとする。，

注４）第三紀の泥岩，けつ岩，固結度の低い凝灰岩

， ， 。蛇紋岩等は切土による応力解放 その後の乾燥湿潤の繰り返しや凍結融解の繰り返し作業等によって風化しやすい

注５）風化が進んでも崩壊を生じないような安定勾配としては，密実でない土砂の標準のり勾配の平均値程度を目安

とする。

注６）しらす，まさ，山砂，段丘礫層等，主として砂質土からなる土砂は表面水による浸食には特に弱い。

注７）自然環境への影響緩和，周辺景観との調和，目標植生の永続性を勘案して判断する。

注８）主として安定度の大小によって判断し，安定度が特に低い場合にふとんかご工，井桁擁壁工，吹付け枠工，現

場打ちコンクリート枠工を用いる。

注９）構造物による保護工が施工されたのり面において，環境・景観対策上必要な場合には緑化工」を施す。具体的

な工法については「環境・景観対策」を参照する。

注 ）ここでいう切直しとは，緑化のための切直しを意味する。10

注 ）盛土のり面の安定勾配としては，表に示した盛土材料および盛土高に対する標準のり面勾配の平均値程度を11

目安とする。

注 ）ここでいう岩砕ズリは，主に風化による脆弱化発生しにくいような堅固なものとし，それ以外は一般的な土12

質に準ずる。
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注 ）浸食を受けやすい盛土材料としては，砂や砂質土などがあげられる。13

注 ）降雨等の浸食に耐える工法を選択する。14

（ 道路土工－のり面工・斜面安定工指針 ～ ）H.11.3 P.210 211

注 ）植生工のための吹付機械の搬入が困難な場合や維持管理面において，種子吹き付け工が不適当と判断される15

場合は，種子帯工またはプレキャスト法枠工によることができる （宮城県）。

２－６－１ のり枠工

本章においては，水没あるいは波浪の影響を受けないのり面の保護に用いるのり枠工のみを扱うものとする。

１．のり枠工の種別

のり枠工は，次のように大別され，その種類別の枠の材料，形状等の特徴は表２－８のようになる。

プレキャスト枠工

のり枠工 吹 付 枠 工

現場打コンクリート枠工

表２－８

（ のり枠工の設計・施工指針 ）H.7.10 P.4

２．工種の選定

のり枠工の工種選定は，次により行なうものとする。

１）のり枠工の適用事項（本章図２－１８，図２－１９参照）

① 植生工のみでは侵食，崩壊などに対処できない場合，あるいはのり面勾配との関係で植生工がつかない

場合や，植生に不適な地質ののり面を緑化するための植生基盤材を安定保持しなければならない場合。

② のり面からの湧水が，のり面土砂の流出などを助長してのり面を不安定にするおそれがある場合で，の

り面を被覆するための石材などを固定保持する必要がある場合。

③ アンカーによるのり面の安定化をはかるため，アンカー支承構造物を必要とする場合。

（ のり枠工の設計・施工指針 ）H.7.10 P.17

２）各種のり枠工の工種選定基準

④ プレキャスト枠工

）のり面表面の侵食の防止や緑化を目的として設置する。i
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） ， 。ii 土圧に対しては抵抗しないと考えておくのが原則で 崩壊のおそれのある切土のり面には適していない

）侵食されやすい砂質土系の土からなる盛土のり面，長大な盛土のり面，比較的安定した切土のり面や盛iii

土のり面で部分的に湧水のある箇所に用いられる。

）枠の安定確保と中詰材の抜け出し防止のための１：１．０より緩やかな勾配ののり面に適用することをiv

標準とする。

② 吹付枠工

）のり面の表面侵食の防止や緑化あるいはのり面表層部の薄い小崩壊防止などを目的として設置する。i

）長大のり面や風化しやすい軟岩あるいは節理やき裂の多い硬岩からなる切土のり面などで，整形の困難ii

な凹凸の多い場合や早急に保護する必要のある場合，あるいはモルタル吹付工では長期的な安定に不安が

ある場合に用いる。

）のり面勾配が１：０．８より緩やかな勾配に適用することを標準とする。iii

）完成後の沈下等が問題となる盛土のり面には用いないのを原則とする。iv

③ 現場打コンクリート枠工

）枠の交点が一体化されているため，土圧に対して限られた範囲ではあるがある程度の抑止力が期待できi

る。従って，長大のり面や風化しやすい軟岩あるいは節理やき裂の多い硬岩からなる切土のり面などで長

期にわたる安定が若干疑問と思われる箇所に用いる。

）のり面勾配が１：０．８より急なのり面にももたれ擁壁的な考え方で適用が可能。ii

）完成後の沈下等が問題となる盛土のり面，整形の困難な凹凸の多いのり面には不適。iii

（ のり枠工の設計・施工指針 ～ 参）H.7.10 P.16 19

３．中 詰 工

１）種 類

のり枠工の中詰工には，次の種類がある。

①土砂詰工

枠内に土砂を詰める工法

図２－２３ 土砂詰工
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②土のう積工（植生土のう含む）

土のうに土砂を詰め枠内に敷ならべるる工法

図２－２４ 土のう積工

③空石張工

枠内に栗石，史跡等を詰める工法

図２－２５ 空石張工

④平板ブロック張工

枠内にプレキャストコンクリート板を敷きならべる工法

図２－２６ 平板ブロック張工

⑤練石張工

枠内に栗石，粗石等を詰め間詰めをコンクリートで充填する工法

図２－２７ 練石張工
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４．設 計

１）のり面流下水および湧水の処理

① のり面外からの流下水が予想される場合は，法肩に沿って排水溝を設置し，必要に応じて集水面積に見

合った排水断面を有する縦排水溝を設置する。

図２－３１ のり面排水工の種類とその設置例

（ のり枠工の設計・施工指針 ）H.7.10 P.24

② のり面からの湧水は，原則としてのり枠裏の地山で処理し，のり尻または小段まで導く構造とする。

岩質のり面の湧水は，湧水箇所に溝を掘り，栗石または蛇かごなどを設置してのり尻まで導く。土砂の

り面の湧水は，厚めの集水マットなどを設置してのり尻まで導く。

図２－３２ 湧水処理の例

（ のり枠工の設計・施工指針 ）H.7.10 P.25

③ のり長が１０ｍを越える場合には，降雨時などにのり尻近くで流下水量が増加し，枠本体および中詰工

に支障をきたす恐れがあるので，小段排水溝などを設置して法肩排水溝または縦排水溝でのり尻に導く方

法をとるのが望ましい。

２）プレキャスト枠工の設計

① 原則としてのり長１０ｍ以下になるよう設計するものとする。

なお，これを越える場合は小段を設置し１０ｍ以下となるようにする。

② 枠のスパンは中詰工としての土砂，土のう，石材などの移動を起さない１．０ｍ程度を標準とする。ま

た，枠の高さは植物の根の発育領域などを考慮し，盛土では１０ 以上，切土では１５ 以上を標準とcm cm

する。

③ 枠の強度は，応力度の検討結果をもとに決定するが，枠のスパンが１．０ｍ以内で枠断面が１０ ×１cm

０ の場合には，鉄筋量が０．１６ 以上であれば応力度の検討を必要としない。また，枠のスパンcm cm2

が１ｍ以内で枠断面が１５ ×１５ 以上の場合には，鉄筋量の検討は必要としない。cm cm

④ 枠のスパンが１ｍを越える場合でのり面勾配が１：１．０より急な場合は，横枠強度および最下端の縦

枠の強度検討を行う。

（ のり枠工の設計・施工指針 ～ 参）H.7.10 P.27 31
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⑤ 枠接点の構造は，施工が簡単で多少の歪に対応できる構造とするが，枠のすべり出しやずれが生ずるお

それがある場合は，杭，鉄筋等で防止することとするが，止杭は鉄筋（Ｄ１６ ）でＬ＝０．５ｍ（軟mm

岩 ，Ｌ＝１．０ｍ（土砂）とすることを標準とする。）

⑥ 基礎コンクリートは，最下段の枠にかかる力に対応できる強度，断面形状および地耐力を有するものと

する。

（ のり枠工の設計・施工指針 参）H.7.10 P.31

また，基礎寸法は，プレキャスト枠のタイプにより次によることを標準とする。

なお，基礎コンクリートはσ ＝１８Ｎ／ （呼び強度 ，基礎材はクラッシャーラン（０～４０ ）ｃｋ mm2 mm）

を標準とする。

（ 道路土工－擁壁工指針 参）H.11.3 P.81
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（法枠ﾌﾞﾛｯｸ参考図，地建標準図集）
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⑦ 以上をフローにすると図２－３３ようになる。

図２－３３ プレキャスト枠工設計手順
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３）吹付枠工

① のり面勾配が１：１．０より緩やかでのり長が１０ｍ以下の箇所に，緑化基礎工や石張工基礎としてプ

レキャスト枠工の代わりに使用する場合，あるいは予想される崩壊の規模が非常に小さい場合には，断面

を１５ ×１５ ～２０ ×２０ ，枠スパンを１．２ｍとすることを標準とする。cm cm cm cm

なお，枠内をモルタル吹付工または厚層基材吹付工とする場合には，枠スパンを１．５ｍとすることを標

準とする。

なお，断面が１５ ×１５ 以上で枠スパンが１．２ｍ以下の場合，使用鉄筋量として異形鉄筋Ｄ６がcm cm

１本以上あれば所要の応力度を満足するので，設計計算を必要としない。

※（本項は，緑化等基礎工としてのプレキャスト枠工の代わりに使用する場合に適用）

② 土圧の働く箇所やのり面勾配が１：１．０より急な箇所に設置する吹付枠工の断面，形状の設定に当た

っては，原則として設計計算を行うものとする。

（ のり枠工の設計・施工指針 参）H.7.10 P.32

③ 設計計算に使用する吹付コンクリートの設計基準強度はσｃｋ＝１５Ｎ／ とする。mm2

（ 道路土工－のり面工・斜面安定工指針 ）H.11.3 P.258

また，使用するモルタル，コンクリート打設の配合は，通常使用されている吹付モルタル，コンクリート

配合を標準とする。

表２－９

（参 重量配合比，設計基準強度 のり面工・斜面安定工指針 ）H.11.3 P.255

（土木施工の実際と解説 ）建設物価調査会発行P.43

④ 以上をフローにすると図２－３４のようになる。
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図２－３４ 吹付枠工設計手順

表２－１０ 吹き付け枠工における地質と枠スパンとの関係

（ のり枠工の設計・施工指針 ）H.7.10 P.34
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３）現場打コンクリート枠工

① 枠および基礎の断面，形状の設計に当たっては，必ず設計計算を行うものとし，設計計算における応力度

は，コンクリート標準示方書によるものとする。現場打コンクリート枠工には，表層崩壊防止タイプと，も

， ， 。たれ擁壁タイプがあり 前者は吹付枠工の計算に準じ 後者はもたれ擁壁に準じた計算を行なうものとする

なお，のり面勾配が１：０．８より急なところは，もたれ擁壁タイプとすることを標準とする。

② 枠スパンは表２－１０を目安として，枠の断面は，のり面勾配と縦枠に作用する崩壊土塊などの荷重によ

り図２－３４を参考に検討することを標準とする。

図２－３５ 施工例からみた現場打コンクリート枠工ののり面勾配と

のり枠の断面の関係

（ のり枠工の設計・施工指針 ）H.7.10 P.44

表２－１１

（ のり枠工の設計・施工指針 ）H.7.10 P.45
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図２－３６ 現場打ちコンクリート枠工設計手順

４）中 詰 工

， ， ，① 客土を使用する場合は肥沃なものを使用し 緑化工は種子散布工とするが 肥沃な土砂が得られない場合

または木本類の導入が必要な場合には客土吹付工とする。

② 湧水箇所などに空石張工などを設置する場合には，石の控が枠の高さと同程度のものを使用し，切込砂利

で間詰めを行なうものとする。

③ 土のうを使用する場合には，厚さは１５～２０ を標準とする。cm

④ 枠内地山への植生工は，目標とする植生群落が造成できる工法とする。

⑤ 地山がＰＨ４以下の強酸性土壌で緑化を必要とする場合には，のり面勾配に関係なく厚層基材吹付工を厚

さ５ 以上で施工することを標準とする。cm

⑥ 地山が風化しやすく，のり面からの浸透水が崩壊の誘因となるおそれがある場合には，枠内をコンクリー

ト張工（モルタル吹付を含む）とし，厚さは７ 以上で施工することを標準とする。この場合，各枠内にcm

１箇所程度の水抜孔を設置することが望ましい。

⑦ 中詰工として土砂を使用する場合，豪雨による土砂の流出や凍上のおそれがある場合は，金網張工やむし

ろ張工などを併用する。なお，施工に当たっては，十分に中詰を行なうよう留意する。

（ のり枠工の設計・施工指針 参）H.7.10 P.46

５．維持管理

斜面の安全と機能の保持を図るために日頃の点検が重要である。次頁に点検時の現況調査表例を示す。
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（ のり枠工の設計・施工指針 ～ ）H.7.10 P.92 95
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２－６－２ 植 生 工

植生工の施工目的は，植物が十分繁茂した場合に植物体による雨水の遮断や降雨滴衝撃力の緩和，表面流下水流速

の減少，根系による土壌の緊縛地表面浸透能の増大等ののり面の浸食を防止機能を期待するものである。あわせて，

主材料に植物を使用すること荒周辺の環境や景観との調和を図る効果が期待できる。しかし，植物の根系の生育深さ

には限界があり，のり面の深い崩壊を防止する効果を期待することはできない。

（ 道路土工－のり面工・斜面安定工指針 ）H.11.3 P.218

１．植生工設計，施工のための調査選定

植生工完成に必要な前提条件を満足させるために，次の調査を行う。

１）地域環境の観察と周辺植生の調査

緑化目標を設定する場合は対象のり面と周辺環境との連続性や調和を図るため，植生工として使用を予定している

植物が周辺植物へ与える影響の有無について検討する。

２）気象の調査

植物の選定，施工時期，施工方法などの検討を行うために気温，降水量，積雪量，風，日照などについて調査を行

う。

３）切土，盛土時点でののり面調査

① のり面の形状などの調査

植物の選定，施工性などの検討を行うためにのり面の形状，規模，高さ，方位，勾配，湧水個所，凹凸の程

度，排水溝や構造物の位置などについて調査を行う。

② 土壌の特性などの調査

植物の選定などの検討を行うために，土壌硬度，土中酸素，土壌酸度などについて調査を行う。

植生工は，のり面の勾配，のり面の土質，緑化の目標，気象，施工時期などを総合的に検討して決定するも

のとする。なお，詳細については 「のり面工・斜面安定工指針」Ｐ．２２０以降を参照のこと。，

（ 道路土工－のり面工・斜面安定工指針 ）H.11.3 P.219

２．緑化目標の設定

植生工の第一の目的は，浸食を防止し表層崩落を防止することにあるが，併せて周辺環境との調和を図ることや維

持管理を軽減することを目的として，将来の植物の繁茂状況を考慮し，植物の選定を行うことが重要である。具体的

， ， ， 。 ，には 植生工の設計に際し どの様なタイプの植物群落の形成を目指すのか あらかじめ緑化目標を設定する また

設定された緑化目標は施工後の維持管理も勘案した方針をたてる。

緑化目標の群落タイプとしては，群落の相観（外形）から，自然的なものとして，高木林型，低木林型，草地型の

３タイプがあげられその他に修景的なものとして特殊型があげられる。植生工の設計は，施工地の周辺環境や管理上

の条件等を考慮して緑化目標を設定し，のり面の条件に応じた使用植物や工法を検討する。

一般に山間地や自然景観を重視する地域では高木林とするか，低木林から森林へと移行する緑化を行うことが，周

辺の植生との連続性等からも，維持管理を軽減できる点からも好ましい。しかし，都市近郊，農牧地周辺では維持管

理を伴っても草花や花木等により良好な景観を保つことが好ましい場合もある。

緑化目標は時間的経過を経て形成される群落タイプを考え，目標に至る過程も植生工法選択として検討する。例え

ば，目標を高木林型とした場合でも，草本群落から自然に木本植物の侵入を待つ方法，草本と同時に木本種子を導入

する方法，苗木を植栽する方法があり，その選択には工法の適用条件，経済性，樹林形成の重要性（時間的余裕）等

から総合的判断が必要である。
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表２－１１ 緑化目標の群落タイプ

（ 道路土工－のり面工・斜面安定工指針 ）H.11.3 P.222

３．厚層基材吹付工

厚層基材吹付工は，岩盤・崖錐状態の無土壌地などの法面（斜面）に対して有機物からなる生育基盤を造成し，法

面の週修景・環境緑化を図るとともに，浸食防止や風化抑制を行う工法である。

１）吹付厚さ

植物の生育基盤として最小限必要な厚さは，その基盤中に根が伸長できて植物体を固定し，植物が生育に必要な

水分と養分を吸収できることである。生育基盤の厚さを最も左右するのは，植物の生育の必須条件（水分，温度，酸

素，光，炭酸ガス，養分）の内で水分と養分が挙げられる。そこで，立地条件の中で水分と養分の供給に密接に関係

する地山の状態，降水量及び勾配からの吹付厚さの基準を次のように設定する。但し，３つの条件により吹付厚さの

数値が異なる場合には，より厳しい方の条件に従って決定する。

なお，設計に際しては，本マニュアルと共に過去の実績の検討や試験施工による確認も必要な事項である。

① 地山の状態による基準

植物の根系が土中で伸びるためには，土中に根の直径より大きい連続した孔隙（０．１ 程度以上）があmm

るか，又は根の伸長圧が山中式土壌硬度計による土壌硬度指数で２３ （１０㎏／ ）程度と見なされてmm cm2

いて，根が伸びるためには，土粒子間のまさつ抵抗がこの値より小さいことが必要である。一般に，土壌には

， （ ） 。 ，大小の孔隙が存在するために 硬度指数２７ ２０㎏／ 程度まで侵入が可能とされている しかしmm cm2

粘土では孔隙が極めて小さいことから根の伸長圧と同じ硬度指数２３ が限界といわれている。mm

これらのことから，根の伸長できるスペースの多少が，岩盤などの場合はクラックの多少及び風化の進み具

合により，土砂では硬度指数に左右される。従って，これらの根の伸長できるスペースが地山にどの程度存在

するかによって，吹付けで新たに造成される生育基盤の厚さが決まることとなる。

以上のことから，設計・施工に際しては地山の硬度指数又はクラックの多少をよく調査し，図２－３８によ

り吹付厚さの決定の目安を求める。なお，図２－３８では根の侵入限界が硬度指数２７ であり，安全を見mm

込んで適用は硬度指数２５ とした。mm
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図２－３７ 地山の状態と平均吹付厚さ

（ 有機質系岩盤緑化工法技術資料 ）H.10.6 P.15

② 降水量による基準

植物の枯死の原因は水分条件に起因することが多く，特に降水量に起因することが多い。平地より諸条件で

劣る法面に，平地より薄い生育基盤で植物を生育させるとするならば，生育基盤の含水量，水分供給量などの

水分条件には細心の注意を払う必要がある。

日本列島は南北に長く，しかも地形が複雑なために降水量は多い所で４，０００ ／年以上，少ない所でmm

１，０００ ／年以下と著しく差がある。また，緯度差や標高差も大きく，そのために水分条件も大きく違mm

ってくる。従って，必要な生育基盤の厚さもおのずと立地条件によって変ってくる。

これらのことから，設計・施工に際しては立地条件の中でも水分条件に大きく関与する降水量を調査し，図

２－３９により吹付厚さの目安を求める。

降水量とは雨量と降雪量との合計の数値を指し，現場付近で降水量が分かる場合はその数値を使用すれば良

， （ ） （ ）いが 一般には理科年表 東京天文台編纂 や日本森林立地図の年降水量・最深積雪分布図 森林立地懇話会

などを利用する。

図２－３８ 年降水量と平均吹付厚さ

（ 有機質系岩盤緑化工法技術資料 ）H.10.6 P.15

③ 勾配による基準

， 。 ，勾配が急になれば 植物の発芽・生長に影響があることは良く知られている 特に生育基盤が薄い場合には

日照りなどの異常気象によってその影響が顕著に現われる。









 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［宮城県環境物品等調達方針における下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料の判断基準］ 

○製品に含まれる有害化学物質の含有量（割合）が下記の数値以下であること。 

 ひ素 0.005％          水銀 0.0002％       クロム 0.05％ 

 カドミウム 0.0005％    ニッケル 0.03％         鉛   0.01％ 

○その他の制限事項 

 ア．金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令（昭和４８年総理府令第５号）の別表第一の基

準に適合する原料を使用したものであること。 

イ． 植害試験の調査を受け害が認められないものであること。 

ウ．有機物の含有率（乾物）    35％以上 

エ．炭素窒素比(C/N)           20 以下 

オ．PH                       8.5 以下 

カ．水分                      50％以下 

キ．窒素全量                  0.8％以上 

ク．りん酸全量(P2O5)(現物)     1.0％以上 

ケ．アルカリ分(現物)           15％以下 

［金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の別表第一の基準］ 

                               （単位：mg／リットル） 

項 目 基準値 項 目 基準値 

アルキル水銀化合物 不検出 四塩化炭素 0.02 以下 

水銀又はその化合物 0.005 以下 1,2-ジクロロエタン 0.04 以下 

カドミウム又はその化合物 0.3 以下 1,1-ジクロロエチレン 0.2 以下 

鉛又はその化合物 0.3 以下 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 以下 

有機リン化合物 1 以下 1,1,1-トリクロロエタン 3 以下 

六価クロム化合物 1.5 以下 1,1,2-トリクロロエタン 0.06 以下 

ひ素又はその化合物 0.3 以下 1,3-ジクロロプロペン 0.02 以下 

シアン化合物 1 以下 チウラム 0.06 以下 

ＰＣＢ 0.003 以下 シマジン 0.03 以下 

トリクロロエチレン 0.3 以下 チオベンカリブ 0.2 以下 

テトラクロロエチレン 0.1 以下 ベンゼン 0.1 以下 

ジクロロメタン 0.2 以下 セレン又はその化合物 0.3 以下 

 

［環境基本法に基づく土壌の汚染に係る環境基準］ 

                               （単位：mg／リットル） 

項 目 基準値 項 目 基準値 

カドミウム 0.01 以下 1,1-ジクロロエチレン 0.02 以下 

全シアン 不検出 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 以下 

有機リン 不検出 1,1,1-トリクロロエタン 1 以下 

鉛 0.01 以下 1,1,2-トリクロロエタン 0.006 以下 

六価クロム 0.05 以下 トリクロロエチレン 0.03 以下 

ひ素 0.01 以下 テトラクロロエチレン 0.01 以下 

総水銀 0.0005 以下 1,3-ジクロロプロペン 0.002 以下 

アルキル水銀 不検出 チウラム 0.006 以下 

ＰＣＢ 不検出 シマジン 0.003 以下 

銅 125mg/kg 未満 チオベンカリブ 0.02 以下 

ジクロロメタン 0.02 以下 ベンゼン 0.01 以下 

四塩化炭素 0.002 以下 セレン 0.01 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004 以下   

 

－６９－３－ 

「別 紙」 

「平成１５年７月１日改定」 
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２）用地境界杭

用地取得の完了した土地と，これに隣接する土地との境界を明示するために打設する杭（コンクリート杭，又はス

テンレスプレート等）をいう。

２．用地杭の位置

用地杭は直線で結ばれた境界の接点のすべてに設けるほか，同一直線が長く続く所では，２０ｍ間隔に打設するの

が望ましい。また，民地が田等で強化生井設置が困難な場合は，隣接する第三者との三方境のみに打設できるものと

する。

３．標準的設置巾

用地境界杭の標準的設置巾は，一般部と山地部に区分し，それぞれ次により設計するものとする。

１）一 般 部

① 宅地及び宅地見込地の場合

）市街化地域及び将来市街化が予想される地域の平坦地は，Ｕ型側溝等の外側直近とする。i

）起伏の激しい場合は，０．３ｍを見込むのを原則とし，これによることが不適当な場合は，別途考慮するii

ものとする。

② 田地・畑地の場合

０．３ｍを標準とする（将来宅地化の可能性のある場合は上記①に準ずる 。）

２）山 地 部

① 切土の場合は，施工及び将来の維持管理を考慮して表２－１５を標準とする。

表２－１３

切土高 ｍ 設置巾（ｍ）（ ）

地形急峻 地形なだらか

０～３ １．００ ０．７０

３～７ ２．００ ０．７０

７～１４ ３．００ １．００

１４以上 ４．００ １．５０

図２－４０

（ 地建マニュアル ）H.11.10 P.2-2-22

② 盛土の場合は，法尻より施工及び将来の維持管理を考慮して表２－１６を標準とする。

表２－１４

盛土高（ｍ） 設置巾（ｍ）

０～５ ０．５０

５～１０ ０．５０～１．００

１０～１５ １．００～１．５０

１５～２０ １．５０～

図２－４１
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３）橋梁及び高架橋等の箇所

０．５ｍを標準とする。

４）擁壁等の構造物の箇所

重要構造物の場合は，基礎外側上から０．５ｍを標準とする。なお，腰石積等簡易な構造物の場合は，基礎外側直

近上とする。

４．標準的巾杭位置設置例

１）市街化箇所及び将来市街化予想箇所並びにその他宅地等箇所の場合

図２－４２

（ 地建マニュアル ）H.11.10 P.2-2-23

２）前項１）以外の田，畑地等箇所

図２－４３
（設計時）



- 72 -

第２章 土 工

３）構造物箇所

図２－４４

（ 地建マニュアル ）H.11.10 P.2-2-24

４）橋梁箇所

図２－４５

（ 元 地建マニュアル ）H. .4 P.2-60

注）斜杭等がある場合は，図２－４５構造物箇所に準ずるものとする。

５）その他留意事項

① 床掘線が用地境界設置巾より民地側に出る場合，床掘に要する敷巾は買収によらず借地等で手当すること

を原則とする。

なお，宅地の場合，家屋移転等の問題が生ずる場合は，床掘方法，或いは構造物そのものについても検討を

行ない，不経済とならないよう比較するものとする。

５．用地境界杭

１）用地境界杭は，プレキャストコンクリート製品１２０×１２０×１，０００ を使用することを標準とするmm

が，市街地等で半杭（１２０×１２０×５００）を使用する場合は，根巻（製品ブロック）を施すものとする。

なお，これによることが不適当な場合は，別途考慮するものとする。

２）用地境界杭は，次のように建柱するものとする。

① 地表面から２０ 突出（厳守）するよう建柱し，突出部は赤でペイントするものとする。cm

なお，これによることが不適当な場合は，別途考慮するものとする。
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② 側面の管理者マークは，管理者側に向けるよう建込むこと。

図２－４６ 建 込 例




